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49,499,928 　　一般財源　49,342,611

【主要事業】 【予算額】

（６）健康増進課国民健康保険室

予算額（千円）R8年度

【施策体系】

持
続
可
能
で
安
定
し
た
暮
ら
し
を
守
る

医療・介護提供体
制の充実

①

②

健
康
づ
く
り
支
援
と
医
療
・
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
充
実
を
図
る

後期高齢者医療支援事業費 33,453,587

国民健康保険運営安定化等事業費 16,046,341
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【事業概要（健康増進課国民健康保険室）】 

① 国民健康保険運営安定化等事業 

（根拠法令：国民健康保険法） 

【予算額及び内訳】 160億 4,634万 3千円 （ 一般財源 159億 6,692万 3千円、国庫補助金 7,941万 8千円 ） 
【予算の主な内容】 市町村における低所得者等の保険料軽減措置に対する費用負担等 
      【目指す姿】 
県が市町村とともに国民健康保険の運営を担い、その安定的な財政運営と効率的な事業の確保を図るとともに、市町村

の保健事業を支援し、医療費適正化を図る。 
【現   状】 
少子高齢化に伴う被保険者数の減少や医療の高度化による医療費増大といった課題の中で、必要な費用の適切な見

込み及び財源の安定的な確保が引き続き必要。また、医療費適正化の取組として、特定健診受診率向上、生活習慣病
重症化予防や適正服薬指導等において取組途上の市町村の支援が必要。 
   【事業主体】  県及び市町村 
   【事業内容】 

区    分 事  業  内  容 予 算 額 

保険基盤安定負担金 

○ 低所得世帯の保険料（税）軽減額の一定割合を負担 
・県の負担割合 3/4  （市町村 1/4） 

○ 保険料（税）軽減世帯の被保険者数に応じて算定した
額の一定割合を負担 

・県の負担割合 1/4 （国 1/2、市町村 1/4） 
○ 未就学児の保険料（税）軽減額の一定割合を負担 
・県の負担割合 1/4 （国 1/2、市町村 1/4） 

○ 産前産後の保険料（税）軽減額の一定割合を負担 
・県の負担割合 1/4 （国 1/2、市町村 1/4） 

51億 4,553万 7千円 

国民健康保険特別会計 
繰出金 

 
108億 1,582万１千円 

 高額医療費負担金 
繰出金 

○ 高額な医療費による財政リスク軽減に要する費用 
○ 県の負担割合 1/4 （国 1/4、市町村 1/2） 11億 7,151万 6千円 

 
県繰入金 

○ 県及び市町村の財政安定化に要する費用 
○ 県の負担割合 保険給付費×9/100 93億 4,899万 7千円 

 
特定健康診査等負担金
繰出金 

○ 特定健康診査、特定保健指導の実施に要する費用 
○ 県の負担割合 1/3 （国 1/3、市町村 1/3） 2億 7,216万 2千円 

 事務費 ○ 国保の保険者として県が実施する事業に要する費用 2,314万 6千円 

国民健康保険市町村保健
事業支援 

 8,498万 3千円 

 
市町村糖尿病性腎症重
症化予防アドバイザー派
遣事業 

○ 保健師が少ない等により重症化予防に特化した取組を
十分に行えない市町村に対しアドバイザーを派遣 

937万 8千円 

 
市町村国民健康保険健
康長寿支援（地域・職域
連携推進）モデル事業 

○ 働き盛り世代の健康課題に対し生活習慣病発症予防に
ついて地域職域で連携した取組を実施 

50万円 

 
国民健康保険市町村保
健事業支援事業 

○ 市町村国保保健事業の効果的・効率的な実施を図るた
め国保ヘルスアップ支援員を県保健所に配置し、国保
データベース（KDB）を活用した分析等により市町村支援
を実施 

6,817万 4千円 

 
市町村国保の適正服薬
指導に対する薬剤師会連
携推進事業 

○ 市町村国保が実施する重複・多剤服薬者等に対する適
正服薬に向けた保健指導について、薬剤師の専門的視
点での助言・支援等を実施 

610万 1千円 

 
KDB を活用した市町村国
保データヘルスサポート
事業 

○ 第３期データヘルス計画の共通評価指標、共通情報等
に関する分析及び保険者間で比較できる帳票を提供
し、後半の保健事業をより効果的かつ効率的に実施す
る基盤を整備 

83万円 

合   計 160億 4,634万 3千円 

     【事業の経過等】 
年  度 5 6 7 

予算額（当初） 176億 3,996万 2千円 170億 5,456万 4千円 163億 6,326万 3千円 
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医療保険制度の概要
（令和８年４月１日現在）

一部負担 高額療養費制度、高額医療・介護合算制度 入院時食事療養費 入院時生活療養費

協会けんぽ
全国健康保険協会

1

3,954
2,521
1,433

・傷病手当金
・出産育児一時金
等

9.9%
（全国平均）

給付費等の
16.4％

 組合
健康保険組合

1,380

2,803
1,668
1,135

 同上
（附加給付あり）

各健康保険組合に
よって異なる

定　額
（予算補助）

全国健康保険協会
1

1.7
1.2
0.5

・傷病手当金
・出産育児一時金
等

1級日額 390円
11級 3,270円

給付費等の
16.4％

全国健康保険協会
1

11
6
5

同上
10.0%

（疾病保険料率）
定額

共済組合
20

－

共済組合
64

－

事業団
1

－

市町村
1,716

給付費等の41％

国保組合
159

給付費等の
28.4～47.4％

（注1）後期高齢者医療制度の被保険者は、75歳以上の者及び65歳以上75歳未満の者で一定の障害にある旨の広域連合の認定を受けた者。
（注2）現役並み所得者は、住民税課税所得145万円（月収28万円以上）以上または世帯に属する70～74歳の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以上の者。ただし、収入が高齢者複数世帯で520万円未満若しくは高齢者単身世帯で383万円未満の者、
　　　 及び旧ただし書所得の合計額が210万円以下の者は除く。特に所得の低い住民税非課税世帯とは、年金収入80万円以下の者等。
（注3）国保組合の定率国庫補助については、健保の適用除外承認を受けて、平成9年9月1日以降新規に加入する者及びその家族については協会けんぽ並とする。
（注4）加入者数は四捨五入により、合計と内訳の和とが一致しない場合がある。
（注5）船員保険の保険料率は、被保険者保険料負担軽減措置（0.10％）による控除後の率。

世帯毎に応益割（定
額）と応能割（負担
能力に応じて）を賦
課

保険者によって賦課
算定方式は多少異な
る

979
576
402

 同上
（附加給付あり）

なし地方公務員等

・出産育児一時金
・葬祭費

義務教育就学後か
ら70歳未満　3割
義務教育就学前　2
割

70歳以上75歳未満
　　　2割
(現役並み所得者
3割)

(高額療養費制度)
・自己負担限度額
※令和８年８月診療分以降は金額の変更あり
(70歳未満の者)
  (年収約1,160万円～) 　    252,600円＋（総医療費-842,000円）×1%
  (年収約770～約1,160万円)  167,400円＋（総医療費-558,000円）×1%
  (年収約370～約770万円)    80,100円＋（総医療費-267,000円）×1%
  (～年収約370万円) 　　　　57,600円
  (住民税非課税) 　　       35,400円
 
(70歳以上75歳未満の者)
　(年収約1,160万円～) 　    252,600円＋（総医療費-842,000円）×1%
  (年収約770～約1,160万円)  167,400円＋（総医療費-558,000円）×1%
  (年収約370～約770万円)    80,100円＋（総医療費-267,000円）×1%
  (～年収約370万円)         57,600円、
　　　　　　　　　 　　　　 外来(個人ごと)18,000円(年144,000円)
  (住民税非課税世帯)        24,600円、外来（個人ごと） 8,000円
  (住民税非課税世帯のうち特に所得の低い者)
 　　　　　                 15,000円、外来（個人ごと） 8,000円
 
・世帯合算基準額
　70歳未満の者については、同一月における21,000円以上の負担が複数の場合は、これを
合算して支給
 
・多数該当の負担軽減
　12月間に3回以上該当の場合の4回目からの自己負担限度額
(70歳未満の者)
　(年収約1,160万円～)　　　 140,100円
  (年収約770～約1,160万円)  93,000円
  (年収約370～約770万円)    44,400円
  (～年収約370万円) 　　　　44,400円
  (住民税非課税) 　　       24,600円

（70歳以上75歳未満の者）
　(年収約1,160万円～)　　　 140,100円
  (年収約770～約1,160万円)  93,000円
  (年収約370～約770万円)    44,400円
  (～年収約370万円) 　　　　44,400円

・長期高額疾病患者の負担軽減
　血友病、人工透析を行う慢性腎不全の患者等の自己負担限度額 10,000円
 （ただし、年収約770万円超の区分で人工透析を行う70歳未満の患者の自己負担限度額
20,000円）

（高額医療・高額介護合算制度）
　１年間（毎年8月～翌年7月）の医療保険と介護保険における自己負担の合算額が著しく
高額になる場合に、負担を軽減する仕組み。自己負担限度額は、所得と年齢に応じきめ細
かく設定。

（食事療養標準負担額）

・住民税課税世帯
　1食につき 510円

・住民税非課税世帯
　90日目まで
　1食につき 240円

　91日目から
　1食につき 190円

・特に所得の低い住民税非
課税世帯
　1食につき 110円

健康保険法
第3条第2項
被保険者

船員保険

各
種
共
済

国
民
健
康
保
険

2,566

市町村
2,309

国保組合
  257

農業者
自営業者等

私学教職員

医療給付
現金給付 保険料率 国庫負担・補助

制度名
保険者

(令和6年3月末)

加入者数
(令和6年3月末）

本人
家族

　　　　　万人

保険給付 財源

（生活療養標準負担額）

・住民税課税世帯
　1食につき 510円
 +1日につき　370円

・住民税非課税世帯
　1食につき 240円
 +1日につき　370円

・特に所得の低い住民税非
課税世帯
　1食につき 140円
 +1日につき　370円

※療養病床に入院する 65歳
以上の方が対象

※指定難病の患者や医療の
必要性の高い者等には、更
なる負担軽減を行っている

国家公務員

健
康
保
険

一
般
被
用
者

同上
ただし、
・老齢福祉年金受給者
　1食につき 110円
　+1日につき　　0円

 葬祭費 　　　等

各広域連合によって
定めた被保険者均等
割額と所得割率に
よって算定されてい
る

給付費等の約10％を
保険料として負担

給付費等の約50％を
公費で負担
（公費の内訳）
国：都道府県：市町
村　４：１：１
さらに、給付費等の
約40％を後期高齢者
支援金として現役世
代が負担

後期高齢者医療制度

［運営主体］
 後期高齢者医療

広域連合
47

1,979

１割
（一般所得者のう
ち、一定所得以上
の者　２割）

(現役並み所得者 3
割)

・自己負担限度額
※令和８年８月診療分以降は金額の変更あり
　(年収約1,160万円～) 　    252,600円＋（総医療費-842,000円）×1%
  (年収約770～約1,160万円)  167,400円＋（総医療費-558,000円）×1%
  (年収約370～約770万円)    80,100円＋（総医療費-267,000円）×1%
  (～年収約370万円)         57,600円、
　　　　　　　　　 　　　　 外来(個人ごと)18,000円(年144,000円)
  (住民税非課税世帯)        24,600円、外来（個人ごと） 8,000円
  (住民税非課税世帯のうち特に所得の低い者)
 　　　　　                 15,000円、外来（個人ごと） 8,000円

・多数該当の負担軽減
　(年収約1,160万円～)　　　 140,100円
  (年収約770～約1,160万円)  93,000円
  (年収約370～約770万円)    44,400円
  (～年収約370万円) 　　　　44,400円

同上
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【事業概要（健康増進課国民健康保険室）】 

② 後期高齢者医療支援事業 

（根拠法令：高齢者の医療の確保に関する法律） 

【予算額及び内訳】 334億 5,358万 7千円 （ 一般財源 327億 5,880万 5千円、財産収入 2,478万 2千円、 

                               繰入金 6億 7,000万円） 

【予算の主な内容】 後期高齢者医療制度の運営に要する費用負担 

【目指す姿】 

 後期高齢期における適切な医療を確保し、健康の保持と福祉の増進を図る。 

【現   状】 

高齢化の進展や医療の高度化などにより、医療費の増大が見込まれることから、引き続き、後期高齢者医療制度の安定

的運営を支援していく必要がある。 

【事業主体】 

   長野県後期高齢者医療広域連合及び市町村 

【事業内容】 

区    分 事 業 内 容 予 算 額 

後期高齢者医療給

付費県費負担金 

○ 療養の給付等に対する費用負担 

○ 75歳以上又は 65歳以上の障害認定を受けた者 

○ 県の負担割合  医療給付費の 1/12   

252億 2,349万 8千円 

後期高齢者医療保

険基盤安定事業負

担金 

○ 保険料軽減措置に対する費用負担 

  ・低所得世帯に属する被保険者の軽減分 

（県の負担割合 3/4） 

・被用者保険の被扶養者であった者の軽減分 

  (県の負担割合 3/4) 

50億 4,878万 1千円 

後期高齢者医療高

額医療費負担金 

○ 高額な医療費に対する費用負担 

○ 対象：レセプト 1件あたり 85万円を超える医療費 

○ 県の負担割合 保険料で賄うべき部分の 1/4 

24億 8,566万 6千円 

後期高齢者医療財

政安定化基金運営

事業 

○ 後期高齢者医療広域連合の財政安定化のため県に設置さ

れている基金による保険料の増加抑制を図るための資金交

付及び資金運用による利子積立 

6億 9,478万 2千円 

後期高齢者医療 

審査会費等 

○ 後期高齢者医療給付に関する処分又は保険料その他の徴

収金に関する処分等に対する審査請求について審査を行う

経費等 

○ 審査会委員数 9人 

7万 8千円 

合        計 334億 5,358万 7千円 

 
【事業の経過等】 

年 度 5 6 7 

予算額（当初） 296億 8,232万 4千円 328億 8,075万 5千円 325億 1,725万 3千円 
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